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令和元年度

貸金業務取扱主任者資格試験問題用紙

次の注意事項をよく読んでください。

（注意事項）

� 試験問題は、試験監督員の指示があるまで開かないでください。

� 試験時間は、13 時 00 分から 15 時 00 分までの�時間です。

� 試験時間中、途中退出はできません。試験時間が終了するまでは席を離れないで

ください。ただし、体調不良などの場合は、静かに手を挙げて試験監督員の指示に

従ってください。

� 試験問題用紙に乱丁、落丁、印刷不鮮明がある場合は、手を挙げて試験監督員に

合図してください。

� 試験問題の内容に関する質問には一切お答えできません。

� 試験室では試験監督員の指示に従ってください。指示に従わないとき、又は不正

行為等の不都合な行為があると認めたときは、退場をさせ、失格となることがあり

ます。

� 答は、別の解答用紙(マークシート)に記入してください。

	 解答用紙への記入は、ＨＢ又はＢの黒鉛筆（シャープペンシル）を使用してくだ

さい（ボールペンは使用不可）。


 試験問題用紙は、試験時間終了後、持ち帰ることができます。

10 出題の根拠となる法令等の基準日は、平成 31 年�月�日とし、出題に係る法令

等については、同日において施行されている法令等とします。

受 験 番 号
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法及び関係法令に関すること

【問題 �】

貸金業法上の用語の定義等に関する次のａ〜ｄの記述のうち、その内容が適切なものの

個数を①〜④の中から�つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

ａ 貸金業とは、金銭の貸付け又は金銭の貸借の媒介で業として行うものをいい、手形

の割引、売渡担保その他これらに類する方法によってする金銭の交付で業として行う

ものは貸金業に含まれない。

ｂ 貸付けの契約とは、貸付けに係る契約又は当該契約に係る保証契約をいう。

ｃ 顧客等とは、資金需要者である顧客又は保証人となろうとする者をいう。

ｄ 信用情報とは、資金需要者である顧客又は債務者の借入金の返済能力に関する情報

及び保証人となろうとする者又は保証人の保証能力に関する情報をいう。

① �個 ② �個 ③ �個 ④ �個

−1−
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【問題 �】

株式会社であるＡは、甲県知事の登録を受けた貸金業者である。次の①〜④の記述のう

ち、その内容が適切なものを�つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① Ａは、その商号の変更をしようとするときは、あらかじめ、その旨を甲県知事に届

け出なければならない。

② Ａは、金銭の貸借の媒介を新たに行うとともに媒介手数料の割合を定めるなど、そ

の業務の種類及び方法を変更したときは、その日から�週間以内に、その旨を甲県知

事に届け出なければならない。

③ Ａは、Ｂ営業所の所在地を変更したときは、その日から�週間以内に、その旨を甲

県知事に届け出なければならない。

④ Ａは、その業務に関して広告又は勧誘をする際に表示等をするＣ営業所の電話番号

を変更したときは、その日から�週間以内に、その旨を甲県知事に届け出なければな

らない。

−2−
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【問題 �】

貸金業務取扱主任者に関する次のａ〜ｄの記述のうち、その内容が適切なものの組み合

わせを①〜④の中から�つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

ａ 貸金業者が営業所等ごとに置かなければならない貸金業務取扱主任者は、当該営業

所等において「常時勤務する者」でなければならないが、貸金業者向けの総合的な監

督指針（以下、本問において「監督指針」という。）によれば、貸金業法施行規則第

10条の�（貸金業務取扱主任者の設置）第�号の「常時勤務する者」とは、営業時

間内に営業所等に常時駐在する必要はないが、単に所属する営業所等が�つに決まっ

ていることだけでは足りず、社会通念に照らし、常時勤務していると認められるだけ

の実態を必要とするとされている。

ｂ 貸金業者は、内閣府令で定めるところにより、営業所等ごとに、従業者名簿を備

え、従業者の氏名、住所、貸金業法第 12条の�（証明書の携帯等）第�項の証明書

の番号その他貸金業法施行規則第 10条の
の�（従業者名簿の記載事項等）第�項

で定める貸金業務取扱主任者であるか否かの別を記載しなければならないが、貸金業

務取扱主任者である従業者について、その貸金業務取扱主任者の登録番号を記載する

必要はない。

ｃ 貸金業者は、「予見し難い事由」により、営業所等における貸金業務取扱主任者の

数が貸金業法第 12条の�（貸金業務取扱主任者の設置）第�項の内閣府令で定める

数を下回るに至ったときは、�週間以内に、同項の規定に適合させるために同条第�

項に定める「必要な措置」をとらなければならないが、監督指針によれば、同条第�

項に定める「予見し難い事由」とは、個別具体的に判断されるが、急な死亡や失踪な

ど限定的に解釈されるべきであり、会社の都合や定年による退職など会社として予見

できると思われるものは含まれないとされている。

ｄ 監督指針によれば、貸金業法第 12条の�第�項に定める「必要な措置」とは、営

業所等への主任者の求人募集、新たな貸付けの停止又は当該営業所等の廃止が該当す

るとされている。

① ａｂ ② ａｃ ③ ｂｄ ④ ｃｄ

−3−
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【問題 �】

貸金業法第 12 条の�（禁止行為）に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切

なものを�つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① 貸金業者向けの総合的な監督指針（以下、本問において「監督指針」という。）に

よれば、例えば、資金需要者等から契約の内容について問合せがあった場合におい

て、当該内容について口頭で回答したに留まり、書面で回答しなかったときは、貸金

業法第 12条の�第�号に規定する「貸付けの契約の内容のうち重要な事項を告げな

い」行為に該当するおそれが大きいことに留意する必要があるとされている。

② 監督指針によれば、貸金業法第 12条の�第�号に定める「偽りその他不正又は著

しく不当な行為」にいう「不正な」行為とは、違法な行為には該当しないが、客観的

に見て、実質的に妥当性を欠く又は適当でない行為、「不当な」行為とは、不正な程

度にまで達していない行為をいうとされている。

③ 貸金業者が、その貸金業の業務に関し、資金需要者等に対し、虚偽のことを告げる

行為は、貸金業法上、行政処分の対象となるだけでなく、刑事罰の対象となる。

④ 貸金業者が、その貸金業の業務に関し、資金需要者等に対し、不確実な事項につい

て断定的判断を提供する行為は、貸金業法上、行政処分の対象となるだけでなく、刑

事罰の対象となる。

−4−
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【問題 �】

Ａは貸金業者、ＢはＡの顧客、Ｃは保証業者である。貸金業法第 12 条の�（利息、保

証料等に係る制限等）に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切なものを�つ

だけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① Ａが、Ｂとの間で元本を 50万円とし利率を年�割（20％）とする貸付けに係る契

約を締結した場合、貸金業法上、その行為は刑事罰の対象となる。

② Ａが、Ｂから利息制限法第�条（利息の制限）に規定する利率により計算した金額

を超える利息を受領した場合、その行為は行政処分の対象とはならない。

③ Ａは、Ｂとの間の貸付けに係る契約について、Ｃとの間で保証契約を締結した場

合、遅滞なく、Ｃへの照会その他の方法により、ＢとＣとの間の保証料に係る契約の

締結の有無、及び当該保証料に係る契約で定めた保証料の額を確認しなければならな

い。

④ Ａは、Ｂとの間の一定の範囲に属する不特定の貸付けに係る契約について、Ｃとの

間で、根保証契約(注)を締結しようとする場合、当該根保証契約の締結の日から�年

を経過した日を主たる債務の元本確定期日として定める根保証契約を締結してはなら

ない。

(注) 根保証契約とは、一定の範囲に属する不特定の貸付けに係る債務を主たる債務と

する保証契約をいう。

−5−
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【問題 �】

次のａ〜ｄの記述のうち、貸金業者が、貸金業法第 13 条に規定する返済能力の調査を

行うに際し、指定信用情報機関が保有する信用情報を使用しなければならないものの個

数を①〜④の中から�つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、本問に

おける貸金業者は、非営利特例対象法人及び特定非営利金融法人ではないものとする。

ａ 個人顧客との間で極度方式貸付けに係る契約を締結しようとする場合

ｂ 個人である保証人となろうとする者との間で貸付けに係る契約について保証契約を

締結しようとする場合

ｃ 個人顧客との間で手形（融通手形を除く。）の割引を内容とする契約を締結しよう

とする場合

ｄ 個人顧客との間で他の貸金業者を債権者とする金銭の貸借の媒介に係る契約を締結

しようとする場合

① �個 ② �個 ③ �個 ④ �個

−6−
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【問題 	】

貸金業法第 13 条第�項及び同法第 13 条の�第�項に規定する源泉徴収票その他の収入

又は収益その他の資力を明らかにする事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録

として内閣府令で定めるもの（以下、本問において「資力を明らかにする書面等」とい

う。）に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切なものを�つだけ選び、解答

欄にその番号をマークしなさい。なお、本問における貸付けに係る契約は、貸金業法施

行規則第 10 条の 16（指定信用情報機関が保有する信用情報の使用義務の例外）で定め

る貸付けの契約ではないものとする。

① 貸金業者は、個人顧客との間で、貸付けの金額が 80万円の貸付けに係る契約を締

結しようとする場合において、その�年前に当該顧客との間で貸付けに係る契約を締

結するに当たり当該顧客からその資力を明らかにする書面等として源泉徴収票の提出

を受けていたときは、改めて、当該顧客からその資力を明らかにする書面等の提出又

は提供を受ける必要はない。

② 貸金業者が、個人顧客との間で、貸付けの金額が 50万円の貸付けに係る契約を新

たに締結しようとする場合において、当該貸金業者の他の貸付けについて当該顧客が

行っている保証の残高が 30万円であるときは、他の貸金業者による貸付けがないこ

とを確認したときであっても、当該貸金業者は、当該顧客からその資力を明らかにす

る書面等の提出又は提供を受けなければならない。

③ 貸金業者は、個人顧客との間で締結した極度方式基本契約が基準額超過極度方式基

本契約に該当するかどうかの調査をしなければならない場合において、当該顧客に係

る極度方式個人顧客合算額が 110万円であるときは、その�年前に当該顧客との間で

当該調査を行うに当たり当該顧客からその資力を明らかにする書面等として源泉徴収

票の提出を受け、かつ、その後も当該顧客の資力に変更がないことを確認したときで

あっても、改めて当該顧客からその資力を明らかにする書面等の提出又は提供を受け

なければならない。

④ 貸金業者は、個人顧客との間で締結した極度方式基本契約が基準額超過極度方式基

本契約に該当するかどうかの調査をしなければならない場合において、当該極度方式

基本契約の極度額（他に極度方式基本契約の締結はないものとする。）が 50万円であ

ること、当該顧客に対する他の貸付けの残高が 30万円であること、住宅資金貸付契

約に係る貸付けの残高が 30万円であること、及び他の貸金業者による貸付けがない

ことを確認したときは、当該顧客からその資力を明らかにする書面等の提出又は提供

を受ける必要はない。

−7−
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【問題 �】

次のａ〜ｄの記述のうち、貸金業法上、刑事罰及び行政処分のいずれの対象ともなるも

のの個数を①〜④の中から�つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

ａ 貸金業者は、個人顧客との間で、貸付けに係る契約を締結しようとする場合におい

て、当該顧客の返済能力の調査により、当該貸付けに係る契約が貸金業法第 13条の

�（過剰貸付け等の禁止）第�項に規定する個人過剰貸付契約その他顧客等の返済能

力を超える貸付けの契約と認められるにもかかわらず、当該貸付けに係る契約を当該

顧客と締結した。

ｂ 貸金業者は、個人顧客との間で、貸付けに係る契約を締結しようとする場合におい

て、当該顧客の返済能力の調査を行うに際し、指定信用情報機関が保有する信用情報

を使用した調査が必要であるにもかかわらず、当該調査を行わずに当該貸付けに係る

契約を当該顧客と締結した。

ｃ 貸金業者は、個人顧客との間で、貸付けに係る契約を締結しようとする場合におい

て、当該顧客から源泉徴収票その他の当該顧客の収入又は収益その他の資力を明らか

にする事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録として内閣府令で定めるもの

（以下、本問において「資力を明らかにする書面等」という。）の提出又は提供を受け

なければならないにもかかわらず、当該顧客からその資力を明らかにする書面等の提

出又は提供を受けずに当該貸付けに係る契約を当該顧客と締結した。

ｄ 貸金業者は、個人顧客との間で、貸付けに係る契約を締結した場合において、貸金

業法第 13条（返済能力の調査）第�項の規定による調査に関する記録を作成しな

かった。

① �個 ② �個 ③ �個 ④ �個
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【問題 
】

次のａ〜ｄの記述のうち、貸金業者Ａが個人顧客Ｂとの間で締結する貸付けに係る契約

が貸金業法第 13 条の�（過剰貸付け等の禁止）第�項に規定する個人過剰貸付契約か

ら除かれる契約として貸金業法施行規則第 10 条の 21 に定める契約に該当するものの組

み合わせを①〜④の中から�つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

ａ Ｂの配偶者が所有し売却を予定している土地の売却代金により弁済される貸付けに

係る契約であって、当該土地を当該貸付けの担保としないもの

ｂ Ｂの居宅の改良に必要な資金の貸付けに係る契約であって、当該居宅を当該貸付け

の担保としないもの

ｃ Ｂの居宅を担保とする貸付けに係る契約であって、貸付けの金額が当該貸付けに係

る契約の締結時における当該居宅の価格(注)の範囲を超えないもの

ｄ Ｂの直系尊属が所有する別荘を担保とする貸付けに係る契約であって、Ｂの返済能

力を超えないと認められ、かつ、貸付けの金額が当該貸付けに係る契約の締結時にお

ける当該別荘の価格(注)の範囲内であるもの

(注) 価格は、鑑定評価額、公示価格、路線価、固定資産税評価額（地方税法第 381条

第�項又は第�項の規定により土地課税台帳又は土地補充課税台帳に登録されて

いる価格をいう。）その他の資料に基づき合理的に算出した額であるものとする。

① ａｂ ② ａｃ ③ ｂｄ ④ ｃｄ
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【問題 10】

貸金業法第 16 条の�（契約締結前の書面の交付）に関する次の①〜④の記述のうち、

その内容が適切なものを�つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、本

問における貸付けに係る契約は、金銭の貸付けに係る契約であって、手形の割引の契約

及び売渡担保の契約ではないものとする。

① 貸金業者は、極度方式基本契約を締結している顧客との間で極度方式貸付けに係る

契約を締結しようとする場合には、当該契約を締結するまでに、内閣府令で定めると

ころにより、貸金業法第 16 条の�第�項に規定する書面（契約締結前の書面）を当

該顧客に交付しなければならない。

② 貸金業者は、貸付けに係る契約について保証契約を締結しようとする場合には、当

該保証契約を締結するまでに、内閣府令で定めるところにより、当該保証契約につい

ての貸金業法第 16 条の�第�項に規定する書面（保証契約における契約締結前の書

面）及び当該貸付けに係る契約についての貸金業法第 16 条の�第�項に規定する書

面（契約締結前の書面）を、当該保証契約の保証人となろうとする者に同時に交付し

なければならない。

③ 貸金業者が、貸金業法第 16 条の�第�項の規定に基づき貸付けに係る契約の相手

方となろうとする者に交付すべき契約締結前の書面の記載事項には、「貸付けに関し

貸金業者が受け取る書面の内容」は含まれない。

④ 貸金業者が、貸金業法第 16 条の�第�項の規定に基づき貸付けに係る契約の相手

方となろうとする者に交付すべき契約締結前の書面の記載事項には、「保証人となろ

うとする者の商号、名称又は氏名及び住所」が含まれる。
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【問題 11】

貸金業者Ａが、個人顧客Ｂとの間で貸付けに係る契約を締結し、Ｂに貸金業法第 17 条

第�項に規定する書面（以下、本問において「契約締結時の書面」という。）を交付し

た。この場合に関する次のａ〜ｄの記述のうち、その内容が適切なものの個数を①〜④

の中から�つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、本問における貸付

けに係る契約は、金銭の貸付けに係る契約であって、極度方式基本契約、極度方式貸付

けに係る契約、手形の割引の契約及び売渡担保の契約ではないものとする。

ａ Ａは、契約締結時の書面に記載した「貸金業者の商号、名称又は氏名及び住所」を

変更した場合、変更後の内容を記載した契約締結時の書面をＢに再交付する必要はな

い。

ｂ Ａは、Ｂとの合意に基づき、契約締結時の書面に記載した「各回の返済期日及び返

済金額」を変更した場合、その内容がＢにとって不利なものであるときに限り、変更

後の内容を記載した契約締結時の書面をＢに再交付しなければならない。

ｃ Ａは、Ｂとの間の貸付けに係る契約の締結に際し、Ｃとの間で、当該貸付けに係る

契約について保証契約を締結し、Ｂに対して契約締結時の書面を交付した。その後、

Ａは、Ｄとの間で、当該貸付けに係る契約について保証契約を締結し、Ｃに加えてＤ

を保証人に追加した。この場合、Ａは、Ｃ及びＤに係る事項が記載された契約締結時

の書面をＢに再交付する必要はない。

ｄ Ａは、Ｂとの合意に基づき、契約締結時の書面に記載した「期限の利益の喪失の定

めがあるときは、その旨及びその内容」を変更した場合、当該変更がＢの利益となる

変更であるか否かにかかわらず、変更後の内容を記載した契約締結時の書面をＢに再

交付しなければならない。

① �個 ② �個 ③ �個 ④ �個
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【問題 12】

株式会社である貸金業者が貸金業法に基づき保存すべきものに関する次のａ〜ｄの記述

のうち、その内容が適切なものの組み合わせを①〜④の中から�つだけ選び、解答欄に

その番号をマークしなさい。

ａ 貸金業者は、貸付けに係る契約（極度方式基本契約及び極度方式貸付けに係る契約

を除く。）について、保証人となろうとする者と保証契約を締結した場合には、内閣

府令で定めるところにより、当該保証人となろうとする者の返済能力の調査に関する

記録を作成し、当該記録を、当該貸付けに係る契約に定められた最終の返済期日（当

該貸付けに係る契約に基づく債権が弁済その他の事由により消滅したときにあって

は、当該債権の消滅した日）又は当該保証契約に基づく債務が消滅した日のうちいず

れか早い日までの間保存しなければならない。

ｂ 加入貸金業者(注)は、貸金業法第 41条の 36 第�項及び第�項に規定する同意（指

定信用情報機関への信用情報の提供等に係る同意）を得た場合には、内閣府令で定め

るところにより、当該同意に関する記録を作成し、当該記録を、当該同意に基づき指

定信用情報機関が信用情報を保有している間保存しなければならない。

ｃ 貸金業者は、貸金業法第 19 条の帳簿を、貸付けの契約ごとに、当該契約を締結し

た日から少なくとも�年間保存しなければならない。

ｄ 貸金業者は、個人顧客との間で締結した極度方式基本契約が基準額超過極度方式基

本契約に該当するかどうかの調査をした場合、内閣府令で定めるところにより、当該

調査に関する記録を作成し、当該記録をその作成後�年間保存しなければならない。

(注) 加入貸金業者とは、指定信用情報機関と信用情報提供契約を締結した相手方であ

る貸金業者をいう。

① ａｂ ② ａｃ ③ ｂｄ ④ ｃｄ
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【問題 13】

生命保険契約等の締結に係る制限等に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切

なものを�つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① 貸金業を営む者は、住宅資金貸付契約の相手方又は相手方となろうとする者の死亡

によって保険金の支払を受けることとなる保険契約を締結しようとする場合、当該保

険契約において、自殺による死亡を保険事故としてはならない。

② 貸金業を営む者は、貸付けの契約について、公的給付(注�)がその受給権者である債

務者等又は債務者等の親族その他の者（以下、本問において「特定受給権者」とい

う。）の預金又は貯金の口座に払い込まれた場合に当該預金又は貯金の口座に係る資

金から当該貸付けの契約に基づく債権の弁済を受けることを目的として、特定受給権

者に当該預金又は貯金の払出しとその払い出した金銭による当該債権の弁済をその預

金又は貯金の口座のある金融機関に委託して行うことを求める行為をしてはならな

い。

③ 貸金業を営む者は、特定公正証書(注�)の効力について債務者等にあらかじめ説明し

たときは、当該債務者等から、当該債務者等が特定公正証書の作成を公証人に嘱託す

ることを代理人に委任することを証する書面（委任状）を取得することができる。

④ 貸金業を営む者は、貸付けの契約について、債務者等が特定公正証書の作成を公証

人に嘱託することを代理人に委任する場合には、当該代理人を推薦することができ

る。

(注�) 公的給付とは、法令の規定に基づき国又は地方公共団体がその給付に要する費

用又はその給付の事業に関する事務に要する費用の全部又は一部を負担し、又

は補助することとされている給付（給与その他対価の性質を有するものを除

く。）であって、法令の規定により譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえる

ことができないこととされているものをいう。

(注�) 特定公正証書とは、債務者等が貸付けの契約に基づく債務の不履行の場合に直

ちに強制執行に服する旨の陳述が記載された公正証書をいう。
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【問題 14】

次のａ〜ｄの記述のうち、貸金業者が、貸金業法第 24 条の�の�（開始等の届出）に

基づき、その登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事に届け出なければならない事由

に該当するものの個数を①〜④の中から�つだけ選び、解答欄にその番号をマークしな

さい。

ａ 日本以外の国にその本拠地を置く外国法人との合弁により、日本国外において合弁

事業として金銭の貸付けを行うこととなった場合

ｂ 役員又は使用人に貸金業の業務に関し法令に違反する行為又は貸金業の業務の適正

な運営に支障を来す行為があったことを知った場合

ｃ 特定の保証業者との保証契約の締結を貸付けに係る契約の締結の通常の条件とする

こととなった場合

ｄ 他人から貸付けに係る契約に基づく債権の譲渡を受けた場合

① �個 ② �個 ③ �個 ④ �個
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【問題 15】

次の①〜④の記述のうち、内閣総理大臣又は都道府県知事が、貸金業法第 24 条の�の

�（登録の取消し）の規定に基づき、その登録を受けた貸金業者の登録を取り消さなけ

ればならない場合に該当するものを�つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさ

い。

① 自己の名義をもって、他人に貸金業を営ませたとき。

② 純資産額が貸金業の業務を適正に実施するため必要かつ適当なものとして政令で定

める金額に満たなくなったとき。

③ 貸金業法第 24 条第�項に規定する取立て制限者に対して貸付けに係る契約に基づ

く債権を譲渡したとき。

④ 貸金業者について破産手続開始の決定があったとき。
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【問題 16】

貸金業法第 41 条の 35（個人信用情報の提供）に関する次のａ〜ｄの記述のうち、その

内容が適切なものの組み合わせを①〜④の中から�つだけ選び、解答欄にその番号を

マークしなさい。なお、本問における貸金業者は、非営利特例対象法人及び特定非営利

金融法人ではないものとする。

ａ 加入貸金業者(注�)は、資金需要者である個人の顧客を相手方とする極度方式基本契

約を締結したときは、遅滞なく、当該極度方式基本契約に係る個人信用情報を、加入

指定信用情報機関(注�)に提供しなければならない。

ｂ 加入貸金業者は、資金需要者である個人の顧客を相手方とする貸付けに係る契約を

締結し、当該貸付けに係る契約に係る個人信用情報を加入指定信用情報機関に提供し

た後、当該個人顧客の勤務先の商号又は名称に変更があった場合、その変更内容を当

該加入指定信用情報機関に提供する必要はない。

ｃ 加入貸金業者が加入指定信用情報機関に提供する個人信用情報には、「運転免許証

等(注�)の番号（当該個人顧客が運転免許証等の交付を受けている場合に限る。）」が含

まれる。

ｄ 貸金業者向けの総合的な監督指針によれば、貸金業者は、貸付けに係る契約を締結

した際に取得した個人信用情報の指定信用情報機関への提供については、取得当日中

に指定信用情報機関に提供することを原則とする等に留意するものとされている。

(注�) 加入貸金業者とは、指定信用情報機関と信用情報提供契約を締結した相手方で

ある貸金業者をいう。

(注�) 加入指定信用情報機関とは、加入貸金業者と信用情報提供契約を締結した指定

信用情報機関をいう。

(注�) 運転免許証等とは、道路交通法第 92条第�項に規定する運転免許証又は同法

第 104 条の�第�項に規定する運転経歴証明書をいう。

① ａｂ ② ａｃ ③ ｂｄ ④ ｃｄ
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【問題 17】

Ａは貸金業者、ＢはＡの顧客、Ｃは保証業者である。次の①〜④の記述のうち、利息制

限法上、その内容が適切なものを�つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① Ａは、Ｂとの間で、元本を	万円とし利息を年�割（20％）とする営業的金銭消

費貸借契約（第一契約）を初めて締結し	万円をＢに貸し付けた後、第一契約に基づ

く債務の残高が�万円である時点において、元本を�万円とし利息を年�割（20％）

とする営業的金銭消費貸借契約（第二契約）を締結し�万円をＢに貸し付けた。この

場合、第一契約及び第二契約における利息の約定は、いずれも年�割	分（18 ％）

を超過する部分に限り、無効となる。

② Ａは、Ｂとの間で、元本を
万円とし利息を年�割（20％）とする営業的金銭消

費貸借契約（第一契約）を締結し
万円をＢに貸し付けると同時に元本を 100万円と

し利息を年�割�分（14 ％）とする営業的金銭消費貸借契約（第二契約）を締結し

100万円をＢに貸し付けた。この場合、第一契約における利息の約定は、年�割	分

（18 ％）を超過する部分に限り、無効となる。

③ Ａは、Ｂとの間で、元本を 50万円、利息を年�割�分（13％）、期間を�年、元

利一括返済とする営業的金銭消費貸借契約を締結して 50万円をＢに貸し付け、当該

契約について、Ｃとの間で、保証契約を締結した。この場合において、Ｃは、Ｂとの

間で、ＣがＢから 65,000円の保証料の支払を受ける旨の保証料の契約を締結したと

きは、当該保証料の約定は、45,000円を超過する部分に限り、無効となる。

④ Ａは、Ｂとの間で、元本を 20万円、利息を年�割�分（13％）、期間を�年、元

利一括返済とする営業的金銭消費貸借契約を締結して 20万円をＢに貸し付け、当該

契約について、Ｃとの間で、保証契約を締結した。また、Ｃは、Ｂとの間で、ＣがＢ

から 8,000円の保証料の支払を受ける旨の保証料の契約を締結した。この場合におい

て、ＡとＢとの合意により、当該営業的金銭消費貸借契約の利息を年�割	分（18

％）に変更したときは、当該変更後の利息の約定は、年�割�分（14 ％）を超過す

る部分に限り、無効となる。
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【問題 18】

みなし利息に関する次の①〜④の記述のうち、利息制限法上、その内容が適切なものを

�つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① 貸金業者は、顧客との間で締結した営業的金銭消費貸借契約において、貸金業法第

17 条第�項に規定する契約の内容を明らかにする書面（以下、本問において「契約

締結時の書面」という。）を交付した後、返済の方式の変更を行ったため、変更後の

内容を記載した契約締結時の書面の再交付に要した費用を当該顧客から受領した。こ

の場合、当該費用は、利息とみなされる。

② 貸金業者は、顧客との間で締結した営業的金銭消費貸借契約において、金銭の貸付

け及び弁済に用いるため当該契約締結時に当該顧客に交付したカードを当該顧客の要

請により再発行しその手数料を当該顧客から受領した。この場合、当該手数料は、利

息とみなされる。

③ 貸金業者は、顧客との間で締結した営業的金銭消費貸借契約において、契約の締結

及び債務の弁済の費用として公租公課の支払に充てられるべきものを当該顧客から受

領した。この場合、当該費用は、利息とみなされる。

④ 貸金業者は、顧客との間で締結した営業的金銭消費貸借契約において、口座振替の

方法による弁済につき、当該顧客が弁済期に弁済できなかったため、当該顧客の要請

を受けて行った再度の口座振替手続に要した費用を当該顧客から受領した。この場

合、当該費用は、利息とみなされる。
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【問題 19】

株式会社であるＡが貸金業の登録の申請をした。次の①〜④の記述のうち、その事由が

貸金業法第�条（登録の拒否）第�項各号のいずれにも該当しないものを�つだけ選

び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① Ａの取締役の中に、Ｂ株式会社の営業秘密を不正に取得し、不正競争防止法第 21

条（罰則）第�項第�号の罪を犯して罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わった

日から�年を経過しない者がいる。

② Ａの取締役の中に、貸金業法第 24 条の�の�（監督上の処分）第�項の規定によ

り貸金業の登録を取り消されたＢ株式会社の取締役を当該取消しの日の�週間前に退

任した者であって、当該取消しの日から�年を経過しないものがいる。

③ Ａの取締役の中に、道路交通法の規定に違反し、懲役の刑に処せられ、その刑の執

行を終わった日から�年を経過しない者がいる。

④ Ａの常務に従事する取締役が�名であり、いずれの取締役も貸付けの業務に�年以

上従事した経験を有しない。
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【問題 20】

貸金業法第 10 条（廃業等の届出）に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切

でないものを�つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① 個人である貸金業者が死亡した場合、その相続人は、その日から 30 日以内に、そ

の旨をその登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事（以下、本問において「登録行

政庁」という。）に届け出なければならない。

② 法人である貸金業者が他の貸金業者との合併により消滅した場合、当該消滅した法

人を代表する役員であった者は、その日から 30 日以内に、その旨を登録行政庁に届

け出なければならない。

③ 貸金業者について破産手続開始の決定があった場合、その破産管財人は、その日か

ら 30 日以内に、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。

④ 株式会社である貸金業者がその株主総会における解散決議により解散した場合、そ

の清算人は、その日から 30 日以内に、その旨を登録行政庁に届け出なければならな

い。
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【問題 21】

貸金業者向けの総合的な監督指針（以下、本問において「監督指針」という。）におけ

るシステムリスク管理態勢に関する次の①〜④の記述のうち、サイバー攻撃に備えた多

段階のサイバーセキュリティ対策として列挙されている入口対策、内部対策、出口対策

の例として、その内容が監督指針の記載に合致しないものを�つだけ選び、解答欄にそ

の番号をマークしなさい。

① ファイアウォールの設置、抗ウィルスソフトの導入、不正侵入検知システム・不正

侵入防止システムの導入

② 特権ＩＤ・パスワードの適切な管理、不要なＩＤの削除、特定コマンドの実行監視

③ システム部門から独立した内部監査部門による実効性のある内部監査、外部監査人

による第三者評価

④ 通信ログ・イベントログ等の取得と分析、不適切な通信の検知・遮断
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【問題 22】

次の①〜④の記述のうち、貸金業法第 13 条の�（過剰貸付け等の禁止）第�項に規定

する個人顧客の利益の保護に支障を生ずることがない契約として貸金業法施行規則第

10 条の 23 で定めるものに該当しないものを�つだけ選び、解答欄にその番号をマーク

しなさい。

① 個人顧客又は当該個人顧客の親族で当該個人顧客と生計を一にする者の緊急に必要

と認められる医療費（所得税法第 73条第�項に規定する医療費をいう。）を支払うた

めに必要な資金の貸付けに係る契約（貸金業法施行規則第 10条の 21第�項第�号に

掲げる契約を除く。）であって、当該個人顧客の返済能力を超えないと認められるも

の（当該個人顧客が現に当該貸付けに係る契約を締結していない場合に限る。）

② 現に事業を営んでいない個人顧客に対する新たな事業を行うために必要な資金の貸

付けに係る契約であって、事業計画、収支計画及び資金計画の確認その他の方法によ

り確実に当該事業の用に供するための資金の貸付けであると認められ、かつ、当該個

人顧客の事業計画、収支計画及び資金計画に照らし、当該個人顧客の返済能力を超え

ない貸付けに係る契約であると認められるもの

③ 金融機関（預金保険法第�条第�項に規定する金融機関をいう。）からの貸付け

（以下、本問において「正規貸付け」という。）が行われるまでのつなぎとして行う貸

付けに係る契約（極度方式基本契約を除く。）であって、正規貸付けが行われること

が確実であると認められ、かつ、返済期間が�か月を超えないもの

④ 個人顧客が外国において緊急に必要となった費用（特定費用）を支払うために必要

な資金の貸付けに係る契約として当該個人顧客と貸金業者との間に締結される契約

（極度方式基本契約ではないものとする。）であって、当該契約が当該個人顧客の返済

能力を超えない貸付けに係る契約であると認められ、当該契約の貸付けの金額が 30

万円を超えず、返済期間が�年を超えないもの
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【問題 23】

株式会社である貸金業者Ａが、貸金業法第 13 条の�第�項に基づき、�か月以内の一

定の期間（以下、本問において「所定の期間」という。）ごとに、個人顧客Ｂとの間で

締結している極度方式基本契約（以下、本問において「本件基本契約」という。）につ

いて行う、本件基本契約が基準額超過極度方式基本契約に該当するかどうかの調査（以

下、本問において「本件調査」という。）に関する次の①〜④の記述のうち、その内容

が適切でないものを�つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① Ａは、所定の期間の末日において、「Ｂと連絡することができないこと」等の合理

的な理由により本件基本契約に基づく新たな極度方式貸付けの停止に係る措置を講

じ、かつ当該措置を講じた旨、その年月日及び当該理由が貸金業法第 19 条の帳簿に

貸付けの契約に基づく債権に関する債務者等その他の者との交渉の経過の記録として

記載されているときは、本件調査を行う必要はない。

② Ａは、所定の期間の末日において、本件基本契約に基づく極度方式貸付けの残高が

10万円以下である場合は、ＡがＢとの間で締結している他の極度方式基本契約に基

づく極度方式貸付けの残高にかかわらず、本件調査を行う必要はない。

③ Ａは、本件調査を行わなければならない場合、所定の期間の末日から�週間を経過

する日までに、指定信用情報機関にＢの個人信用情報の提供の依頼をしなければなら

ない。

④ Ａは、本件調査により、本件基本契約が基準額超過極度方式基本契約に該当すると

認められるときは、本件基本契約が基準額超過極度方式基本契約に該当しないように

するため必要な本件基本契約の極度額を減額する措置、又は本件基本契約に基づく新

たな極度方式貸付けを停止する措置を講じなければならない。
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【問題 24】

貸付条件の広告等に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを�つ

だけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① 貸金業者向けの総合的な監督指針によれば、貸金業法第 15条（貸付条件の広告等）

第�項に規定する「貸付けの条件について広告をする」とは、同法第 15条第�項第

�号、同法施行規則第 12条（貸付条件の広告等）第�項第�号及び第�号に掲げる

事項（担保の内容が貸付けの種類名となっている場合にあっては、同法施行規則第

11条（貸付条件の掲示）第�項第�号ロの「担保に関する事項」には当たらない。）

又は貸付限度額、その他の貸付けの条件の具体的内容を�つでも表示した広告をする

ことをいう。

② 貸金業者は、貸付けの条件について広告をする場合において、貸金業者登録簿に登

録されたホームページアドレス又は電子メールアドレスを表示するときは、貸金業者

登録簿に登録された電話番号を併せて表示しなければならない。

③ 貸金業者が貸付けの条件について広告をするときは、「期限の利益の喪失の定めが

あるときは、その旨及びその内容」を表示しなければならない。

④ 貸金業者が、多数の者に対して同様の内容でダイレクトメールを送付して貸付けの

契約の締結について勧誘をする場合において、そのダイレクトメールに電話番号を表

示するときは、貸金業者登録簿に登録された電話番号以外のものを表示してはならな

い。
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【問題 25】

次の①〜④の記述のうち、貸付けに係る契約を締結する場合における貸金業法第 17 条

第�項に規定する書面（契約締結時の書面）の記載事項に含まれないものを�つだけ選

び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、本問における貸付けに係る契約は、金

銭の貸付けに係る契約であって、極度方式貸付けに係る契約、手形の割引の契約及び売

渡担保の契約ではないものとする。

① 債務者が金銭の受領のために利用する現金自動支払機その他の機械の利用料など

の、債務者が負担すべき元本及び利息以外の金銭に関する事項

② 運転免許証の写しなどの、貸付けに関し貸金業者が受け取る書面の内容

③ 契約上、返済期日前の返済ができるか否か及び返済ができるときは、その内容

④ 将来支払う返済金額とその内訳（元本及び利息の別）
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【問題 26】

貸金業法第 24 条（債権譲渡等の規制）に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が

適切でないものを�つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、本問にお

ける債権は、抵当証券法第�条第�項に規定する抵当証券に記載された債権ではないも

のとする。

① 貸金業者は、貸付けに係る契約に基づく債権を他人に譲渡するに当たっては、その

者に対し、当該債権が貸金業者の貸付けに係る契約に基づいて発生したことその他内

閣府令で定める事項、及びその者が当該債権に係る貸付けの契約に基づく債権に関し

てする行為について貸金業法第 24 条第�項に規定する条項の適用がある旨を、内閣

府令で定める方法により、通知しなければならない。

② 貸金業者は、貸付けに係る契約（極度方式基本契約及び極度方式貸付けに係る契約

ではないものとする。）に基づく債権を貸金業者ではない者に譲渡した。この場合、

貸金業法第 24 条第�項により準用される同法第 17 条第�項に規定する当該債権の内

容を明らかにする書面を当該債権の債務者に遅滞なく交付しなければならないのは、

当該債権の譲受人であり、当該債権の譲渡人である当該貸金業者ではない。

③ 貸金業者が、貸付けに係る契約に基づく債権を貸金業者ではない者に譲渡した場

合、貸金業法第 24 条第�項により準用される当該債権に係る譲受け後の同法第 19 条

（帳簿の備付け）に規定する帳簿は、当該債権の譲受人が作成し保存する義務を負い、

当該債権の譲渡人である当該貸金業者は、引き続き貸金業を営むときであっても、当

該債権を譲渡するまでの間に当該債権の債務者ごとに作成していた同法第 19 条に規

定する帳簿を保存する必要はない。

④ 貸金業者が、貸付けに係る契約に基づく債権を他人に譲渡した場合、当該債権の譲

受人は、当該貸付けに係る契約に基づく債権の全部又は一部について弁済を受けたと

きに、貸金業法第 24 条第�項により準用される同法第 18 条（受取証書の交付）第�

項に規定する書面に、当該債権の譲受年月日、当該債権に係る貸付けの契約の契約年

月日等を記載し、当該書面を当該弁済をした者に直ちに交付しなければならない。
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【問題 27】

出資法(注)及び利息制限法に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないも

のを�つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、本問における保証は、

業として行うものとする。

① 出資法上、金銭の貸借の媒介を行う者が、その媒介に係る貸借（貸借の期間が�年

以上であるものとする。）の金額の 100 分の�に相当する金額を超える手数料の契約

をし、又はこれを超える手数料を受領する行為は、刑事罰の対象となる。

② 出資法第�条（高金利の処罰）、第�条の�（高保証料の処罰）及び第�条の�

（保証料がある場合の高金利の処罰）の規定の適用については、�年分に満たない利

息を元本に組み入れる契約がある場合においては、元利金のうち当初の元本を超える

金額は利息とみなされる。

③ 営業的金銭消費貸借の債権者が保証契約を締結しようとする場合において、主たる

債務について既に他の保証契約があるときは、あらかじめ、保証人となるべき者に対

し、その旨の通知をしなければならない。

④ 営業的金銭消費貸借上の債務の不履行による賠償額の予定は、その賠償額の元本に

対する割合が利息制限法第�条（利息の制限）に規定する率の 1.46倍を超えるとき

は、その超過部分について、無効となる。

(注) 出資法とは、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律をいう。
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貸付け及び貸付けに付随する取引に関する法令及び実務に関すること

【問題 28】

行為能力に関する次の①〜④の記述のうち、民法上、その内容が適切なものを�つだけ

選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① 制限行為能力者の相手方は、その制限行為能力者が行為能力者となった後、その者

に対し、�か月以上の期間を定めて、その期間内にその取り消すことができる行為を

追認するかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。この場合において、そ

の者がその期間内に確答を発しないときは、その行為を追認したものとみなされる。

② 被保佐人とは、精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者をい

い、被保佐人が借財又は保証をするには、その保佐人の同意を得なければならない。

③ 未成年者は、単に権利を得る法律行為をする場合には、その法定代理人の同意を得

る必要はないが、義務を免れる法律行為をする場合には、その法定代理人の同意を得

なければならない。

④ 成年被後見人の法律行為は、その成年後見人の同意を得て行われたときは、取り消

すことができない。
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【問題 29】

代理に関する次の①〜④の記述のうち、民法上、その内容が適切なものを�つだけ選

び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① 委任による代理人は、やむを得ない事由があるときであっても、本人の許諾を得な

ければ、復代理人を選任することができない。

② 法定代理人は、自己の責任で復代理人を選任することができる。この場合におい

て、法定代理人は、やむを得ない事由があるときであっても、復代理人の行為につい

てすべての責任を負う。

③ 代理権を有しない者がした契約は、本人が追認をしない間は、相手方が取り消すこ

とができる。ただし、契約の時において代理権を有しないことを相手方が知っていた

ときは、この限りでない。

④ 他人の代理人として契約をした者は、自己の代理権を証明することができず、か

つ、本人の追認を得ることができなかった場合、他人の代理人として契約をした者が

代理権を有しないことを相手方が知っていたときであっても、相手方の選択に従い、

相手方に対して履行又は損害賠償の責任を負う。
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【問題 30】

Ａは、Ｂとの間で、元本を 10万円とする利息付金銭消費貸借契約（以下、本問におい

て「本件契約」という。）を締結しようとしている。この場合に関する次の①〜④の記

述のうち、民法上、その内容が適切なものを�つだけ選び、解答欄にその番号をマーク

しなさい。

① Ａが、10 月�日の午前 10 時に、�か月間を貸付期間として、本件契約を締結し 10

万円をＢに貸し付けた場合、本件契約に基づく返済期限は同年 10 月 31 日である。

② Ａが、10 月 15 日の午前 10 時に、15 日間を貸付期間として、本件契約を締結し 10

万円をＢに貸し付けた場合、ＡとＢとの間に特約がない限り、Ｂは 10 月 15 日から利

息を支払う義務を負う。

③ Ａは、10 月 15 日の正午に、返済期限を定めずに、本件契約を締結し 10万円をＢ

に貸し付けた場合、Ｂに対し、相当の返済期間を定めることなく、いつでも貸し付け

た金銭の返還を請求することができ、Ｂは、返還請求があれば直ちに借入金をＡに返

還しなければならない。

④ Ａは、�か月間を貸付期間として、本件契約を締結し 10万円をＢに貸し付けた。

当該期間の末日が日曜日に当たる場合において、日曜日に取引をしない慣習があると

きは、本件契約に基づく返済期限は、当該期間の末日の前日である土曜日である。
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【問題 31】

債権の効力に関する次の①〜④の記述のうち、民法上、その内容が適切なものを�つだ

け選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① 債務の履行について不確定期限があるときは、債務者は、その期限の到来を知って

いるか否かを問わず、その期限が到来した時から遅滞の責任を負う。

② 債権者が、債務の不履行に基づく損害賠償として、その債権の目的である物又は権

利の価額の全部の支払を受けた場合であっても、債務者は、その支払と同時に債権者

の承諾を得なければ、その物又は権利について債権者に代位することはできない。

③ 金銭の給付を目的とする債務の不履行の損害賠償については、債権者は、損害の証

明をしなければならず、債務者は、不可抗力をもって抗弁とすることができる。

④ 当事者は、債務の不履行について損害賠償の額を予定することができる。賠償額の

予定は、履行の請求又は解除権の行使を妨げない。
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【問題 32】

保証に関する次の①〜④の記述のうち、民法上、その内容が適切なものを�つだけ選

び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① 保証債務は、当事者間に特約がなければ、主たる債務の元本及び主たる債務に関す

る利息を包含するが、主たる債務に関する違約金及び損害賠償を包含しない。

② 債権者が保証人に催告をした場合、当該保証人は、当該債権者自身が、主たる債務

者に弁済をする資力があり、かつ、執行が容易であることを調査し、まず主たる債務

者の財産について執行すべき旨を、当該債権者に請求することができる。

③ 債務者が保証人を立てる義務に従い保証人を立てた後に、当該保証人が保佐開始の

審判を受け被保佐人となった場合であっても、債権者は、「保証人が行為能力者であ

り、かつ弁済をする資力を有すること」という要件を具備する者をもって当該保証人

に代えることを請求することはできない。

④ 主たる債務者の意思に反して保証をすることは認められていない。
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【問題 33】

弁済に関する次の①〜④の記述のうち、民法上、その内容が適切なものを�つだけ選

び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① 弁済の費用について別段の意思表示がないときは、その費用は、債権者及び債務者

が等しい割合で負担する。

② 債務者が同一の債権者に対して同種の給付を目的とする数個の債務を負担する場合

において、弁済として提供した給付がすべての債務を消滅させるのに足りないとき

は、弁済をする者は、給付の時に、その弁済を充当すべき債務を指定することができ

る。ただし、弁済を受領する者がその充当に対して直ちに異議を述べたときは、この

限りでない。

③ 弁済の提供は、債権者があらかじめその受領を拒んでいるときであっても、債務の

本旨に従って現実にしなければならない。

④ 弁済により債権者に代位した者は、自己の権利に基づいて求償をすることができる

範囲内において、債権の効力及び担保としてその債権者が有していた一切の権利を行

使することができる。
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【問題 34】

ＡのＢに対する金銭債権を「甲債権」とし、ＢのＡに対する金銭債権を「乙債権」とす

る。甲債権と乙債権の相殺に関する次の①〜④の記述のうち、民法上、その内容が適切

なものを�つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① Ａ及びＢは、甲債権と乙債権とを相殺しようとする場合、その相手方に対して相殺

の意思表示をしなければならないが、その意思表示には、条件又は期限を付すること

ができる。

② 甲債権と乙債権の双方の債務の履行地が異なる場合、Ａ及びＢは、甲債権と乙債権

とを相殺することができない。

③ 甲債権の弁済期が 11 月�日であり、乙債権の弁済期が同年 11 月 25 日である場合、

Ａは、同年 11 月�日の時点で、乙債権についての期限の利益を放棄して、甲債権と

乙債権とを相殺することができる。

④ 甲債権が貸付金債権であり、乙債権が不法行為に基づく損害賠償債権である場合、

Ａは、甲債権と乙債権とを相殺することができる。
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【問題 35】

約束手形及び電子記録債権に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切なものを

�つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、本問におけるＡ、Ｂ及びＣ

は、いずれも法人であるものとする。

① Ａは、Ｂに対して、一定の金額を支払うべき旨の単純な約束（以下、本問において

「支払約束文句」という。）に加え「商品の受領と引換えに手形金を支払う」旨の記載

を付した約束手形を振り出した。この場合、支払約束文句に付加された記載は無効と

なるが、当該約束手形自体は無効とならない。

② Ａは、ＡのＢに対する電子記録債権をＣに譲渡する旨をＣとの間で合意した。この

場合、当該電子記録債権の譲渡は、ＡとＣとの間の合意のみではその効力を生じず、

譲渡記録をしなければ、その効力を生じない。

③ Ａは、ＡのＢに対する電子記録債権（その発生記録において、電子記録債権法第

20条（抗弁の切断）第�項の規定を適用しない旨の定めが記録されていないものと

する。）をＣに譲渡した。Ｂは、当該電子記録債権の原因となった契約をＡの債務不

履行を理由として解除した後、当該電子記録債権の支払期日において、Ｃから当該電

子記録債権の支払を請求された場合、当該電子記録債権の原因となった契約が解除さ

れたことを主張して、Ｃの請求を拒むことができる。

④ Ａは、Ｂの詐欺により、Ｂに対して約束手形を振り出した。Ｃは、当該事情を知ら

ず、かつ知らないことに過失なく、Ｂから当該約束手形の裏書譲渡を受けた。Ａは、

Ｃから手形金の支払を請求された場合、Ｂの詐欺を理由とする手形行為取消しの抗弁

をもって、Ｃに対抗することができる。
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【問題 36】

無効及び取消しに関する次の①〜④の記述のうち、民法上、その内容が適切でないもの

を�つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① 無効な行為は、追認によっても、その効力を生じない。ただし、当事者がその行為

の無効であることを知って追認をしたときは、新たな行為をしたものとみなされる。

② 成年被後見人は、行為能力者となった後であっても、成年後見人であった者の同意

を得なければ、成年被後見人であったときに行った法律行為を追認することができな

い。

③ 取り消された行為は、初めから無効であったものとみなされる。

④ 民法第 124 条（追認の要件）の規定により追認をすることができる時以後に、取り

消すことができる行為について履行の請求があったときは、追認をしたものとみなさ

れる。ただし、異議をとどめたときは、この限りでない。
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【問題 37】

条件及び期限に関する次の①〜④の記述のうち、民法上、その内容が適切でないものを

�つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① 債務者が担保を減少させた場合であっても、債務者は、期限の利益を主張すること

ができる。

② 条件の成否が未定である間における当事者の権利義務は、一般の規定に従い、処分

し、相続し、もしくは保存し、又はそのために担保を供することができる。

③ 法律行為に始期を付したときは、その法律行為の履行は、期限が到来するまで、こ

れを請求することができない。法律行為に終期を付したときは、その法律行為の効力

は、期限が到来した時に消滅する。

④ 解除条件付法律行為は、解除条件が成就した時からその効力を失う。
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【問題 38】

根抵当権に関する次の①〜④の記述のうち、民法上、その内容が適切でないものを�つ

だけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① 根抵当権の担保すべき不特定の債権の範囲は、債務者との特定の継続的取引契約に

よって生ずるものその他債務者との一定の種類の取引によって生ずるものに限定し

て、定めなければならない。

② 根抵当権の極度額の変更は、利害関係を有する者の承諾を得なければ、することが

できない。

③ 根抵当権の担保すべき元本については、その確定すべき期日を定め又は変更するこ

とができる。その期日は、これを定め又は変更した日から�年以内でなければならな

い。

④ 債務者又は根抵当権設定者が破産手続開始の決定を受けたときは、根抵当権の担保

すべき元本は、確定する。
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【問題 39】

Ａが、Ｂに対して有する貸付金債権（以下、本問において「本件債権」という。）をＣ

及びＤに二重に譲渡した場合に関する次の①〜④の記述のうち、民法上、その内容が適

切でないものを�つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、本件債権に

ついて、ＡとＢとの間で譲渡禁止の特約はなされていないものとする。

① ＡＣ間の債権譲渡について、ＢがＡに対して確定日付のある証書によらないで承諾

をし、Ｃに対して本件債権の弁済をした後に、ＡＤ間の債権譲渡について、ＡがＢに

対して確定日付のある証書による通知をし、当該通知がＢに到達した。この場合にお

いて、Ｂは、Ｄから本件債権の弁済を請求されたときは、既にＣに弁済したことを主

張して、Ｄに対する弁済を拒絶することはできない。

② ＡＣ間の債権譲渡について、ＡがＢに対して確定日付のある証書によらない通知を

し、当該通知がＢに到達した後に、ＡＤ間の債権譲渡について、ＡがＢに対して確定

日付のある証書による通知をし、当該通知がＢに到達した。この場合、Ｄは、ＡＤ間

の債権譲渡をＣに対抗することができる。

③ ＡＣ間の債権譲渡について、ＡがＢに対して確定日付のある証書によらない通知を

し、当該通知がＢに到達した後に、ＡＤ間の債権譲渡について、ＡがＢに対して確定

日付のある証書によらない通知をし、当該通知がＢに到達した。この場合において、

ＢがＤに対して本件債権のすべてを弁済したときは、Ｂは、Ｃに対して本件債権の弁

済を拒絶することができる。

④ ＡＣ間の債権譲渡について、ＡがＢに対して確定日付のある証書による通知をし、

当該通知がＢに到達した後に、ＡＤ間の債権譲渡について、ＡがＢに対して確定日付

のある証書による通知をし、当該通知がＢに到達した。この場合、Ｃは、ＡＣ間の債

権譲渡をＤに対抗することができる。
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【問題 40】

契約に関する次の①〜④の記述のうち、民法上、その内容が適切でないものを�つだけ

選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① 承諾期間を定めて契約の申込みを受けた者（承諾者）が、承諾期間内において、申

込みに条件を付し、その他変更を加えてこれを承諾したときは、その申込みの拒絶と

ともに新たな申込みをしたものとみなされる。

② 契約又は法律の規定により当事者の一方が解除権を有するときは、その解除は、相

手方に対する意思表示によってする。当該意思表示は、撤回することができない。

③ 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をし

なければ契約をした目的を達することができない場合において、当事者の一方が履行

をしないでその時期を経過したときは、相手方は、相当の期間を定めてその履行の催

告をすることなく、直ちにその契約の解除をすることができる。

④ 当事者の一方がその解除権を行使したときは、各当事者は、未だ履行していない義

務があるときはその義務を免れ、既に給付したものがあるときは現に利益を受けてい

る限度において相手方にこれを返還する義務を負う。
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【問題 41】

相続に関する次の①〜④の記述のうち、民法上、その内容が適切でないものを�つだけ

選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① Ａは、配偶者Ｂ、弟Ｃの孫Ｄのみを遺して死亡した。Ｃ及びＣの子Ｅ（Ｄの直系尊

属であるものとする。）は、Ａより先に死亡していた。この場合、Ｄは、Ａの相続人

とならない。

② Ａは、配偶者Ｂ及び子Ｃのみを遺して死亡した。Ｂ及びＣは、遺産分割協議によ

り、ＡのＤに対する借入金債務をＣのみが相続することとした。この場合、Ｄは、Ｂ

及びＣに対して、当該借入金債務に係るそれぞれの法定相続分の割合に相当する債務

の弁済を請求することができる。

③ Ａは、配偶者Ｂ及び子Ｃのみを遺して死亡した。Ｂは、Ｃの同意を得ることなく、

単独で限定承認をすることができる。

④ Ａは、配偶者Ｂ、Ａの孫であるＣ及びＤのみを遺して死亡した。Ｃ及びＤの親であ

りＡの子であるＥは、Ａより先に死亡していた。この場合、Ｃの相続分は、�分の�

である。
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【問題 42】

倒産処理手続に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを�つだけ

選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① 破産法上、破産手続開始の決定があった場合において、当該決定と同時に破産手続

廃止の決定がなされなかったときは、破産財団に属する財産の管理及び処分をする権

利は、裁判所が選任した破産管財人に専属する。

② 民事再生法上、再生手続開始の決定があった場合には、再生債務者の業務の遂行並

びに財産（日本国内にあるかどうかを問わない。）の管理及び処分をする権利は、裁

判所が選任した監督委員に専属する。

③ 会社更生法上、更生手続開始の決定があった場合には、更生会社の事業の経営並び

に財産（日本国内にあるかどうかを問わない。）の管理及び処分をする権利は、裁判

所が選任した管財人に専属する。

④ 会社法上、特別清算が開始された場合には、清算人は、債権者、清算株式会社及び

株主に対し、公平かつ誠実に清算事務を行う義務を負う。
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資金需要者等の保護に関すること

【問題 43】

個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン（通則編）に関する次の①〜④の

記述のうち、その内容が適切なものを�つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさ

い。

① 個人情報とは生存する個人に関する情報をいうが、「個人に関する情報」とは、氏

名、住所、性別、生年月日、顔画像等個人を識別する情報に限られず、個人の身体、

財産、職種、肩書等の属性に関して、事実、判断、評価を表すすべての情報であり、

評価情報、公刊物等によって公にされている情報や、映像、音声による情報が含まれ

るが、これらが暗号化等によって秘匿化されている場合には「個人に関する情報」に

は該当しない。

② 個人データとは、個人情報取扱事業者が管理する個人情報データベース等を構成

し、又は構成の用に供されるべき個人情報をいい、個人情報データベース等から外部

記録媒体に保存された個人情報、個人情報データベース等から紙面に出力された帳票

等に印字された個人情報、及び個人情報データベース等を構成する前の入力用の帳票

等に記載されている個人情報は、すべて個人データに該当する。

③ 個人情報取扱事業者は、個人情報を取得した場合は、その利用目的を、本人に通知

し、又は公表しなければならないが、「公表」とは、不特定多数の人々が知ることが

できるように発表することをいい、自社のホームページのトップページから�回程度

の操作で到達できる場所への掲載は「公表」に該当するが、自社の店舗や事務所等、

顧客が訪れることが想定される場所におけるポスター等の掲示は、自社の顧客という

特定の者のみが知ることができるため「公表」には該当しない。

④ 個人情報取扱事業者は、個人情報の保護に関する法律第 23条第�項各号に掲げる

場合を除くほか、あらかじめ本人の同意を得ないで、個人データを第三者に提供して

はならないが、「提供」とは、個人データ、保有個人データ又は匿名加工情報（以下、

本問において「個人データ等」という。）を、自己以外の者が利用可能な状態に置く

ことをいい、個人データ等が、物理的に提供されていない場合であっても、ネット

ワーク等を利用することにより、個人データ等を利用できる状態にあれば（利用する

権限が与えられていれば）、「提供」に該当する。
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【問題 44】

消費者契約法に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切なものを�つだけ選

び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① 適格消費者団体とは、不特定かつ多数の消費者の利益のために消費者契約法の規定

による取消権及び差止請求権を行使するのに必要な適格性を有する法人である消費者

団体として内閣総理大臣の認定を受けた者をいう。

② 消費者契約において、「事業者の債務不履行により消費者に生じた損害を賠償する

責任の全部を免除する」旨の条項が定められた場合、消費者は、当該消費者契約を取

り消すことができる。

③ 消費者契約の解除に伴う損害賠償の額を予定する条項であって、その額が、当該条

項において設定された解除の事由、時期等の区分に応じ、当該消費者契約と同種の消

費者契約の解除に伴い当該事業者に生ずべき平均的な損害の額を超えるものは、当該

条項そのものを無効とする。

④ 消費者の不作為をもって当該消費者が新たな消費者契約の申込み又はその承諾の意

思表示をしたものとみなす条項その他の法令中の公の秩序に関しない規定の適用によ

る場合に比して消費者の権利を制限し又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項

であって、民法第�条第�項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害

するものは、無効とする。
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【問題 45】

不当景品類及び不当表示防止法（以下、本問において「景品表示法」という。）に関す

る次の①〜④の記述のうち、その内容が適切なものを�つだけ選び、解答欄にその番号

をマークしなさい。

① 「景品類」とは、顧客を誘引するための手段として、くじの方法により、事業者が

相手方に提供する物品、金銭その他の経済上の利益であって、内閣総理大臣が指定す

るものをいい、事業者が自己の供給する商品又は役務の取引に付随して相手方に提供

する物品等に限られない。

② 「表示」とは、顧客を誘引するための手段として、事業者が自己の供給する商品又

は役務の内容又は取引条件その他これらの取引に関する事項について行う広告その他

の表示であって、公正取引委員会が指定するものをいう。

③ 事業者は、自己の供給する商品又は役務の取引について、景品類の提供又は表示に

より不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害すること

のないよう、景品類の価額の最高額、総額その他の景品類の提供に関する事項及び商

品又は役務の品質、規格その他の内容に係る表示に関する事項を適正に管理するため

に必要な体制の整備その他の必要な措置を講じなければならない。

④ 事業者が、景品表示法第�条（景品類の制限及び禁止）及び第�条（不当な表示の

禁止）の規定に違反する行為をした場合、内閣総理大臣は、当該事業者に対し、政令

で定める方法により算定した額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならな

い。
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【問題 46】

個人情報の保護に関する法律（以下、本問において「個人情報保護法」という。）につ

いての次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを�つだけ選び、解答欄に

その番号をマークしなさい。

① 個人情報取扱事業者は、個人データを第三者（個人情報保護法第�条（定義）第�

項各号に掲げる者を除く。）に提供し、個人情報保護委員会規則で定めるところによ

り、当該個人データを提供した年月日、当該第三者の氏名又は名称その他の個人情報

保護委員会規則で定める事項に関する記録を作成した。この場合、当該個人情報取扱

事業者は、当該記録を、当該記録を作成した日から個人情報保護委員会規則で定める

期間保存しなければならない。

② 個人情報取扱事業者は、第三者（個人情報保護法第�条第�項各号に掲げる者を除

く。）から個人データの提供を受けるに際しては、個人情報保護委員会規則で定める

ところにより、「当該第三者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代

表者（法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあっては、その代表者

又は管理人）の氏名」、「当該第三者による当該個人データの取得の経緯」の確認を行

わなければならない。ただし、当該個人データの提供が個人情報保護法第 23条（第

三者提供の制限）第�項各号又は第�項各号のいずれかに該当する場合は、この限り

でない。

③ 個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン（通則編）によれば、個人情

報取扱事業者は、あらかじめ本人の同意を得ないで個人データを第三者に提供しては

ならないが、フランチャイズ組織の本部と加盟店の間で個人データを交換する場合

は、第三者提供に該当しないとされている。

④ 金融分野における個人情報保護に関するガイドラインによれば、金融分野における

個人情報取扱事業者は、個人情報保護法第 23条に従い、第三者提供についての同意

を得る際には、原則として、書面（電磁的記録を含む。）によることとし、当該書面

における記載を通じて、個人データを提供する第三者、提供を受けた第三者における

利用目的、第三者に提供される情報の内容を本人に認識させた上で同意を得ることと

されている。
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【問題 47】

日本貸金業協会（以下、本問において「協会」という。）が定める貸付自粛対応に関す

る規則についての次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを�つだけ選

び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① 貸付自粛とは、本人が、自らに浪費の習癖があることもしくはギャンブル等依存症

により本人やその家族の生活に支障を生じさせるおそれがあることその他の理由によ

り自らを自粛対象者(注�)とする旨又は親族のうち一定の範囲の者が金銭貸付による債

務者を自粛対象者とする旨を協会もしくは全銀協センター(注�)に対して申告すること

により、協会が、これに対応する情報を個人信用情報機関に登録を依頼し、当該情報

を登録した個人信用情報機関が、一定期間、当該個人信用情報機関の会員に対して当

該情報を提供することをいう。

② 自粛対象者本人、自粛対象者の親権者、後見人、保佐人もしくは補助人又は自粛対

象者の配偶者もしくは二親等内の親族は、いつでも、協会に対し、貸付自粛の申告を

することができる。

③ 自粛対象者の配偶者は、当該自粛対象者の同意を得ずに当該自粛対象者について貸

付自粛の申告をした。この場合、当該自粛対象者は、いつでも当該申告を取り消すこ

とができる。

④ 協会員は、個人信用情報機関と個人信用情報の提供を受けることに関し契約を締結

している場合において、個人顧客との間で貸付けに係る契約（貸金業法施行規則第�

条の�の�第�号から第�号のいずれかに該当する契約及び極度方式貸付けに係る契

約を除く。）を締結しようとするときは、当該個人信用情報機関に対し、貸付自粛情

報の提供を求めなければならない。

(注�) 自粛対象者とは、本人が貸金業者に対し金銭の貸付けを求めてもこれに応じな

いこととするよう求める対象となる個人をいう。

(注�) 全銀協センターとは、一般社団法人全国銀行協会全国銀行個人信用情報セン

ターをいう。
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財務及び会計に関すること

【問題 48】

企業会計原則（大蔵省企業会計審議会発表）の一般原則に関する次の①〜④の記述のう

ち、その内容が適切なものを�つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① 株主総会提出のため、信用目的のため、租税目的のため等種々の目的のために異な

る形式の財務諸表を作成してはならない。これを一般に単一性の原則という。

② 資本と負債とを明確に区別し、特に資本金と借入金とを混同してはならない。これ

を一般に明確性の原則という。

③ 企業会計は、高額の取引につき、正規の簿記の原則に従って、公正な財務諸表を作

成しなければならない。これを一般に公正性の原則という。

④ 企業会計は、その処理の原則及び手続を毎期継続して適用し、みだりにこれを変更

してはならない。これを一般に継続性の原則という。
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【問題 49】

企業会計原則（大蔵省企業会計審議会発表）の貸借対照表原則に関する次の①〜④の記

述のうち、その内容が適切なものを�つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさ

い。

① 資産は、流動資産に属する資産、固定資産に属する資産及び繰延資産に属する資産

に区別しなければならない。仮払金、未決算等の勘定を貸借対照表に記載するには、

その性質を示す適当な科目で表示しなければならない。

② 取引先との通常の商取引によって生じた支払手形、買掛金等の債務、社債、退職金

給与引当金、特別修繕引当金及び期限が一年以内に到来する債務は、流動負債に属す

るものとする。

③ 資本は、資本金に属するものと剰余金に属するものとに区別しなければならない。

資本金の区分には、法定資本の額を記載する。剰余金は、貸借対照表の欄外に資本準

備金、利益準備金等の種類別に注記するものとする。

④ 貸借対照表に記載する資産の価額は、原則として、当該資産の期末時点における評

価額を基礎として計上しなければならない。
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【問題 50】

企業会計原則（大蔵省企業会計審議会発表）の損益計算書原則に関する次の①〜④の記

述のうち、その内容が適切でないものを�つだけ選び、解答欄にその番号をマークしな

さい。

① 損益計算書は、企業の経営成績を明らかにするため、一会計期間に属するすべての

収益とこれに対応するすべての費用とを記載して経常利益を表示し、これに特別損益

に属する項目を加減して当期純利益を表示しなければならない。

② すべての費用及び収益は、その支出及び収入に基づいて計上し、その発生した期間

に正しく割り当てられるように処理しなければならない。未実現収益も、当期の損益

計算に計上しなければならない。

③ 前払費用及び前受収益は、これを当期の損益計算から除去し、未払費用及び未収収

益は、当期の損益計算に計上しなければならない。

④ 費用及び収益は、総額によって記載することを原則とし、費用の項目と収益の項目

とを直接に相殺することによってその全部又は一部を損益計算書から除去してはなら

ない。
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